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規規 則則

知事が保有する公文書の開示等に関する規則及び知事が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する

。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第24号

知事が保有する公文書の開示等に関する規則及び知事が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則

（知事が保有する公文書の開示等に関する規則の一部改正）

第１条 知事が保有する公文書の開示等に関する規則（平成12年宮崎県規則第43号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（諮問書等）

第10条 ［略］

２ 条例第17条第３項の規定による通知は、諮問通知書（別記様式

第13号）により行うものとする。

（審査請求に係る公文書の開示に関する通知書）

第11条 条例第18条において準用する条例第13条第３項の規定によ

る通知は、審査請求に係る公文書の開示に関する通知書（別記様

式第14号）により行うものとする。

（諮問書等）

第10条 ［略］

２ 条例第17条第２項の規定による通知は、諮問通知書（別記様式

第13号）により行うものとする。

（異議申立てに係る公文書の開示に関する通知書）

第11条 条例第18条において準用する条例第13条第３項の規定によ

る通知は、異議申立てに係る公文書の開示に関する通知書（別記

様式第14号）により行うものとする。

別記様式第５号、別記様式第６号及び別記様式第11号の教示を次のように改める。

（教示）

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮崎県知事に対して審査請

求をすることができます。決定の取消しの訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、前記の審査請求

をした場合には、当該審査請求に対する裁決のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、宮崎県を被告として（宮崎

県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。

別記様式第12号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

別記様式第13号中「異議申立て」を「審査請求」に、「同条第２項」を「同条第３項」に改める。

別記様式第14号中「異議申立てに」を「審査請求に」に改め、同様式の教示を次のように改める。

（教示）

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮崎県知事に対して審査請

求をすることができます。決定の取消しの訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、前記の審査請求
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をした場合には、当該審査請求に対する裁決のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、宮崎県を被告として（宮崎

県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。

（知事が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正）

第２条 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成15年宮崎県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（諮問書等）

第25条 ［略］

２ 条例第43条第３項の規定による通知は、諮問通知書（別記様式

第24号）により行うものとする。

（審査請求に係る保有個人情報の開示に関する通知書）

第26条 条例第44条において準用する条例第24条第３項の規定によ

る通知は、審査請求に係る保有個人情報の開示に関する通知書（

別記様式第25号）により行うものとする。

（諮問書等）

第25条 ［略］

２ 条例第43条第２項の規定による通知は、諮問通知書（別記様式

第24号）により行うものとする。

（異議申立てに係る保有個人情報の開示に関する通知書）

第26条 条例第44条において準用する条例第24条第３項の規定によ

る通知は、異議申立てに係る保有個人情報の開示に関する通知書

（別記様式第25号）により行うものとする。

別記様式第６号、別記様式第７号、別記様式第13号、別記様式第16号、別記様式第17号、別記様式第21号及び別記様式第22号の教示を

次のように改める。

（教示）

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮崎県知事に対して審査請

求をすることができます。決定の取消しの訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、前記の審査請求

をした場合には、当該審査請求に対する裁決のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、宮崎県を被告として（宮崎

県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。

別記様式第23号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

別記様式第24号中「異議申立て」を「審査請求」に、「同条第２項」を「同条第３項」に改める。

別記様式第25号中「異議申立てに」を「審査請求に」に改め、同様式の教示を次のように改める。

（教示）

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮崎県知事に対して審査請

求をすることができます。決定の取消しの訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、前記の審査請求

をした場合には、当該審査請求に対する裁決のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、宮崎県を被告として（宮崎

県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

専門委員等の報酬及び費用弁償の額を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第25号

専門委員等の報酬及び費用弁償の額を定める規則の一部を改正する規則

専門委員等の報酬及び費用弁償の額を定める規則（昭和31年宮崎県規則第44号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

専門委員等の報酬の額は次のとおりとし、費用弁償の額は一般職

の職員の例により計算した旅費に相当する額とする。

報酬の額

専門委員等の報酬の額は、次のとおりとし、費用弁償の額は、一

般職の職員の例により計算した旅費に相当する額とする。

報酬の額

報酬の額職 名

［略］

［略］専門委員、顧問、参与

１時間につき 2，660円を超えな

い範囲内において、一般職の職

員の給与との権衡を考慮して別

に定める額

公立学校（大

学を除く。）

の非常勤講師

講師

１日につき18，800円（特に知事

が必要と認める場合は、26，000

円）を超えない範囲内において

、一般職の職員の給与との権衡

その他の講師

報酬の額職 名

［略］

［略］専門委員、顧問、参与
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を考慮して別に定める額

［略］ ［略］

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

宮崎県事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第26号

宮崎県事務委任規則の一部を改正する規則

宮崎県事務委任規則（昭和40年宮崎県規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

委 任 事 務出先機関

の長

［略］

１・１の２ ［略］

２ 生活保護法（昭和25年法律第 144号）による

次の事務

（１）～（11） ［略］

（12） 第30条から第37条の２までの規定による

各扶助の実施に関すること。

（13）～（21） ［略］

（22） 第76条の２の規定による損害賠償請求に

関すること（訴えの提起その他訴訟の処理に

関することを除く。）。

（23）～（27） ［略］

２の２～16の２ ［略］

17 農業協同組合法（昭和22年法律第 132号）に

よる次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第11条の17第１項の規定による共済規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による共

済規程の変更又は廃止の承認に関すること。

（４） 第11条の17第４項の規定による共済規程

の変更の届出の受理に関すること。

（５） 第11条の42第１項の規定による信託規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による信

託規程の変更の承認に関すること。

（６） 第11条の42第４項の規定による信託規程

の変更又は廃止の届出の受理に関すること。

（７） 第11条の48第１項の規定による宅地等供

給事業実施規程の設定の承認及び同条第３項

の規定による宅地等供給事業実施規程の変更

の承認に関すること。

（８） 第11条の48第４項の規定による宅地等供

給事業実施規程の変更又は廃止の届出の受理

に関すること。

（９） 第11条の51第１項の規定による農業経営

規程の設定の承認及び同条第３項の規定によ

る農業経営規程の変更の承認に関すること。

西臼杵支

庁長

委 任 事 務出先機関

の長

［略］

１・１の２ ［略］

２ 生活保護法（昭和25年法律第 144号）による

次の事務

（１）～（11） ［略］

（12） 第30条から第37条までの規定による各扶

助の実施に関すること。

（13）～（21） ［略］

（22）～（26） ［略］

２の２～16の２ ［略］

17 農業協同組合法（昭和22年法律第 132号）に

よる次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第11条の７第１項の規定による共済規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による共

済規程の変更又は廃止の承認に関すること。

（４） 第11条の７第４項の規定による共済規程

の変更の届出の受理に関すること。

（５） 第11条の23第１項の規定による信託規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による信

託規程の変更又は廃止の承認に関すること。

（６） 第11条の29第１項の規定による宅地等供

給事業実施規程の設定の承認及び同条第３項

の規定による宅地等供給事業実施規程の変更

又は廃止の承認に関すること。

（７） 第11条の32第１項の規定による農業経営

規程の設定の承認及び同条第３項の規定によ

る農業経営規程の変更又は廃止の承認に関す

ること。

西臼杵支

庁長
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（10） 第11条の51第４項の規定による農業経営

規程の変更又は廃止の届出の受理に関するこ

と。

（11）・（12） ［略］

18から19の４まで 削除

19の５～25の３ ［略］

25の４ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和

44年法律第58号）による次の事務

（１）～（６） ［略］

（７） 第15条の２第８項の規定による協議の受

付に関すること。

25の５～32 ［略］

33 宮崎県屋外広告物条例による次の事務

（１） 第９条、第14条、第15条及び第15条の２

の規定による許可に関すること。

（２）～（21） ［略］

34 ［略］

35 建築基準法（昭和25年法律第 201号）による

次の事務

（１）～（８） ［略］

（９） 第12条第８項に規定する確認その他の建

築基準法令の規定による処分に関する台帳の

記載事項に係る証明に関すること。

（10）～（20） ［略］

35の２～64 ［略］

65 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律（平成27年法律第53号）による次の事務

（１） 第30条第１項の規定による認定に関する

こと。

（２） 第30条第３項（第31条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による通知に関

すること。

（３） 第31条第１項の規定による認定に関する

こと。

（４） 第32条の規定による報告の要求に関する

こと。

（５） 第33条の規定による改善命令に関するこ

と。

（６） 第34条の規定による認定の取消しに関す

ること。

（７） 第36条第２項の規定による認定に関する

こと。

（８）・（９） ［略］

18 農業倉庫業法（大正６年法律第15号）による

次の事務

（１） 第６条の規定による営業の許可に関する

こと。

（２） 第13条の規定による業務規程変更の認可

に関すること。

（３） 第16条及び第17条の規定による監督に関

すること。

19から19の４まで 削除

19の５～25の３ ［略］

25の４ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和

44年法律第58号）による次の事務

（１）～（６） ［略］

（７） 第15条の２第７項の規定による協議の受

付に関すること。

25の５～32 ［略］

33 宮崎県屋外広告物条例による次の事務

（１） 第９条、第14条及び第15条の規定による

許可に関すること。

（２）～（21） ［略］

34 ［略］

35 建築基準法（昭和25年法律第 201号）による

次の事務

（１） 第６条第１項の規定による建築主事の確

認を受けたことの証明に関すること。

（２） 第７条第５項の規定により建築主事が検

査済証を交付したことの証明に関すること。

（３）～（10） ［略］

（11）～（21） ［略］

35の２～64 ［略］
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（８） 第37条の規定による認定の取消しに関す

ること。

（９） 第38条第１項の規定による報告の要求及

び立入検査に関すること。

66 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行細則（平成28年宮崎県規則第34号）に

よる次の事務

（１） 第５条の規定による届出の受理に関する

こと。

（２） 第７条の規定による報告の受理に関する

こと。

（３） 第９条の規定による申出の受理に関する

こと。

（４） 第11条の規定による申請の取下げの受理

に関すること。

［略］

１ ［略］

１の２ 生活保護法による次の事務

（１）～（11） ［略］

（12） 第30条から第37条の２までの規定による

各扶助の実施に関すること。

（13）～（21） ［略］

（22） 第76条の２の規定による損害賠償請求に

関すること（訴えの提起その他訴訟の処理に

関することを除く。）。

（23）～（27） ［略］

１の３～３の４ ［略］

４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第 123号）に

よる次の事務（中央福祉こどもセンター及び北

部福祉こどもセンターに限る。）

（１）～（６） ［略］

（７） 第46条第１項の規定による届出の受理に

関すること（介護給付費、療養介護医療費及

び訓練等給付費の請求に関する事項を除く。

）。

（８） ［略］

（９） 第46条第３項の規定による届出の受理に

関すること（介護給付費及び訓練等給付費の

請求に関する事項を除く。）。

（10）～（12） ［略］

（13） 第51条の25第１項の規定による届出の受

理に関すること（地域相談支援給付費の請求

に関する事項を除く。）。

（14）～（17） ［略］

４の２～９ ［略］

10 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）

第95条第４項の規定による届出の受理に関する

こと（中央福祉こどもセンター及び北部福祉こ

どもセンターに限る。）。

11 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令

（平成27年厚生労働省令第４号）附則第４条第

３号の規定によりなおその効力を有するものと

福祉こど

もセンタ

ー所長及

び福祉事

務所長

［略］

１ ［略］

１の２ 生活保護法による次の事務

（１）～（11） ［略］

（12） 第30条から第37条までの規定による各扶

助の実施に関すること。

（13）～（21） ［略］

（22）～（26） ［略］

１の３～３の４ ［略］

４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第 123号）に

よる次の事務（中央福祉こどもセンター及び北

部福祉こどもセンターに限る。）

（１）～（６） ［略］

（７） 第46条第１項の規定による届出の受理に

関すること。

（８） ［略］

（９） 第46条第３項の規定による届出の受理に

関すること。

（10）～（12） ［略］

（13） 第51条の25第１項の規定による届出の受

理に関すること。

（14）～（17） ［略］

４の２～９ ［略］

福祉こど

もセンタ

ー所長及

び福祉事

務所長
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された同令第５条の規定による改正前の指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成18年厚生労働省令第35号）第99条第４項の規

定による届出の受理に関すること（中央福祉こ

どもセンター及び北部福祉こどもセンターに限

る。）。

12 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第

77号）による次の事務（中央福祉こどもセンタ

ー及び北部福祉こどもセンターに限る。）

（１） 第19条第１項の規定による報告の要求並

びに質問及び検査に関すること。

（２） 第30条第１項の規定による報告の受理に

関すること。

（３） 第30条第２項の規定による報告の要求に

関すること。

１～２ ［略］

３～70 ［略］

保健所長

［略］

１～２の４ ［略］

２の５ 農業協同組合法による次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第11条の17第１項の規定による共済規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による共

済規程の変更又は廃止の承認に関すること。

（４） 第11条の17第４項の規定による共済規程

の変更の届出の受理に関すること。

（５） 第11条の42第１項の規定による信託規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による信

託規程の変更の承認に関すること。

（６） 第11条の42第４項の規定による信託規程

の変更又は廃止の届出の受理に関すること。

（７） 第11条の48第１項の規定による宅地等供

給事業実施規程の設定の承認及び同条第３項

の規定による宅地等供給事業実施規程の変更

の承認に関すること。

（８） 第11条の48第４項の規定による宅地等供

給事業実施規程の変更又は廃止の届出の受理

に関すること。

（９） 第11条の51第１項の規定による農業経営

規程の設定の承認及び同条第３項の規定によ

る農業経営規程の変更の承認に関すること。

（10） 第11条の51第４項の規定による農業経営

規程の変更又は廃止の届出の受理に関するこ

と。

農林振興

局長

１～２ ［略］

２の２ 歯科技工士法施行規則の一部を改正する

省令（平成27年厚生労働省令第51号）附則第２

項の規定によりなお従前の例によることとされ

る同令による改正前の歯科技工士法施行規則（

昭和30年厚生省令第23号）第10条の規定による

合格証明書の交付の出願の受理に関すること。

３～70 ［略］

保健所長

［略］

１～２の４ ［略］

２の５ 農業協同組合法による次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第11条の７第１項の規定による共済規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による共

済規程の変更又は廃止の承認に関すること。

（４） 第11条の７第４項の規定による共済規程

の変更の届出の受理に関すること。

（５） 第11条の23第１項の規定による信託規程

の設定の承認及び同条第３項の規定による信

託規程の変更又は廃止の承認に関すること。

（６） 第11条の29第１項の規定による宅地等供

給事業実施規程の設定の承認及び同条第３項

の規定による宅地等供給事業実施規程の変更

又は廃止の承認に関すること。

（７） 第11条の32第１項の規定による農業経営

規程の設定の承認及び同条第３項の規定によ

る農業経営規程の変更又は廃止の承認に関す

ること。

農林振興

局長
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（11）・（12） ［略］

２の６から２の10まで 削除

２の11～14 ［略］

15 農業振興地域の整備に関する法律による次の

事務

（１）～（６） ［略］

（７） 第15条の２第８項の規定による協議の受

付に関すること。

16～26 ［略］

［略］

１～18 ［略］

18の２ 宮崎県屋外広告物条例による次の事務

（１） 第９条、第14条、第15条及び第15条の２

の規定による許可に関すること。

（２）～（21） ［略］

18の３～18の６ ［略］

18の７ 使用料及び手数料徴収条例第５条の規定

による青島亜熱帯植物園使用料の減免（青島亜

熱帯植物園使用料減免取扱要領（平成28年３月

24日定め）に基づくものに限る。）に関するこ

と（宮崎土木事務所に限る。）。

19 建築基準法による次の事務

（１）～（８） ［略］

（９） 第12条第８項に規定する確認その他の建

築基準法令の規定による処分に関する台帳の

記載事項に係る証明に関すること。

（10）～（20） ［略］

19の２～41 ［略］

42 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律による次の事務

（１） 第30条第１項の規定による認定に関する

こと。

（２） 第30条第３項（第31条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による通知に関

すること。

（３） 第31条第１項の規定による認定に関する

こと。

（４） 第32条の規定による報告の要求に関する

こと。

（５） 第33条の規定による改善命令に関するこ

と。

（６） 第34条の規定による認定の取消しに関す

ること。

土木事務

所長

（８）・（９） ［略］

２の６ 農業倉庫業法による次の事務

（１） 第６条の規定による営業の許可に関する

こと。

（２） 第13条の規定による業務規程変更の認可

に関すること。

（３） 第16条及び第17条の規定による監督に関

すること。

２の７から２の10まで 削除

２の11～14 ［略］

15 農業振興地域の整備に関する法律による次の

事務

（１）～（６） ［略］

（７） 第15条の２第７項の規定による協議の受

付に関すること。

16～26 ［略］

［略］

１～18 ［略］

18の２ 宮崎県屋外広告物条例による次の事務

（１） 第９条、第14条及び第15条の規定による

許可に関すること。

（２）～（21） ［略］

18の３～18の６ ［略］

19 建築基準法による次の事務

（１） 第６条第１項の規定による建築主事の確

認を受けたことの証明に関すること。

（２） 第７条第５項の規定により建築主事が検

査済証を交付したことの証明に関すること。

（３）～（10） ［略］

（11）～（21） ［略］

19の２～41 ［略］

土木事務

所長
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［略］［略］

（７） 第36条第２項の規定による認定に関する

こと。

（８） 第37条の規定による認定の取消しに関す

ること。

（９） 第38条第１項の規定による報告の要求及

び立入検査に関すること。

43 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行細則による次の事務

（１） 第５条の規定による届出の受理に関する

こと。

（２） 第７条の規定による報告の受理に関する

こと。

（３） 第９条の規定による申出の受理に関する

こと。

（４） 第11条の規定による申請の取下げの受理

に関すること。

［略］［略］

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、別表保健所長の項第２号の２を削る改正規定は公布の日から、同表土木事務所長

の項第18号の６の次に１号を加える改正規定は同年３月26日から施行する。

宮崎県医師修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第27号

宮崎県医師修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県医師修学資金貸与条例施行規則（平成18年宮崎県規則第67号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（指定医療機関）

第２条 条例第２条第２号の公的医療機関等のうち規則で定めるも

のは、次に掲げる公的医療機関等とする。ただし、第２号及び第

３号に規定する公的医療機関については、修学資金の貸与を受け

た者が、当該各号に掲げる診療科等の業務に従事する場合に限る

。

（１） ［略］

（２） 小児科、麻酔科、産科（産科の診療を行う産婦人科を含む

。）若しくは救急科を標ぼうする公的医療機関又は総合診療（

患者を総合的に診断し、必要に応じ、治療を行い、又は当該患

者の疾患の状態に応じた適切な診療科若しくは医療機関を紹介

することをいう。）を行う公的医療機関

（３）～（５） ［略］

様式第11号（第14条関係）

［略］

［略］

（指定医療機関）

第２条 条例第２条第２号の公的医療機関等のうち規則で定めるも

のは、次に掲げる公的医療機関等とする。ただし、第２号及び第

３号に規定する公的医療機関については、修学資金の貸与を受け

た者が、当該各号に掲げる診療科の業務に従事する場合に限る。

（１） ［略］

（２） 小児科、麻酔科、産科（産科の診療を行う産婦人科を含む

。）又は救急科を標ぼうする公的医療機関

（３）～（５） ［略］

様式第11号（第14条関係）

［略］

［略］

［略］

従事希望診療科

［略］

［略］

従事希望診療科等

［略］

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第28号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成26年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第４号（その１）（第５条関係）

［略］

１・２ ［略］

３ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内に厚生労働大臣に対

して審査請求をすることができます。

４ この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告

として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となり

ます。）提起することができます。ただし、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります。

５ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であれば、提起することができます。ただ

し、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。

様式第４号（その２）（第５条関係）

［略］

１～３ ［略］

４ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内に厚生労働大臣に対

して審査請求をすることができます。

５ この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告

として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となり

ます。）提起することができます。ただし、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります。

６ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であれば、提起することができます。ただ

し、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。

様式第４号（その３）（第５条関係）

［略］

１～３ ［略］

４ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内に厚生労働大臣に対

して審査請求をすることができます。

様式第４号（その１）（第５条関係）

［略］

１・２ ［略］

３ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に対し

て審査請求をすることができます。

４ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告として

（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。

）提起することができます。ただし、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。

５ この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審

査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月

以内であれば、提起することができます。ただし、その審査請

求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以

内であっても、その審査請求に対する裁決の日の翌日から起算

して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。

様式第４号（その２）（第５条関係）

［略］

１～３ ［略］

４ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に対し

て審査請求をすることができます。

５ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告として

（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。

）提起することができます。ただし、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。

６ この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審

査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月

以内であれば、提起することができます。ただし、その審査請

求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以

内であっても、その審査請求に対する裁決の日の翌日から起算

して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。

様式第４号（その３）（第５条関係）

［略］

１～３ ［略］

４ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に対し

て審査請求をすることができます。
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５ この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告

として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となり

ます。）提起することができます。ただし、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります。

６ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であれば、提起することができます。ただ

し、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。

様式第８号（第９条関係）

［略］

１・２ ［略］

３ あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限され

ません。ただし、封書に異物が同封されていると判断される場

合は、病院の職員の立会いのもとで、あなたに開封してもらい

、その異物は病院で預かることがあります。

４～７ ［略］

８ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内に厚生労働大臣に対

して審査請求をすることができます。

９ この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告

として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となり

ます。）提起することができます。ただし、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります。

10 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であれば、提起することができます。ただ

し、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。

様式第18号（第16条関係）

［略］

（教示）

この処分について不服があるときは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して３か月以内に厚生労働大臣に審査請

求をすることができます。この処分の取消しの訴えは、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、前記

の審査請求をしたときには、当該審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算してか６か月以内に、宮崎県を被

告として（宮崎県知事が被告の代表者となります。）提起するこ

とができます。

様式第24号（第19条関係）

［略］

５ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告として

（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。

）提起することができます。ただし、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。

６ この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審

査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月

以内であれば、提起することができます。ただし、その審査請

求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以

内であっても、その審査請求に対する裁決の日の翌日から起算

して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。

様式第８号（第９条関係）

［略］

１・２ ［略］

３ あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限され

ません。ただし、封書に異物が同封されていると判断される場

合、病院の職員の立会いのもとで、あなたに開封してもらい、

その異物は病院に預かることがあります。

４～７ ［略］

８ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に対し

て審査請求をすることができます。

９ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告として

（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。

）提起することができます。ただし、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。

10 この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審

査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月

以内であれば、提起することができます。ただし、その審査請

求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以

内であっても、その審査請求に対する裁決の日の翌日から起算

して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。

様式第18号（第16条関係）

［略］

（教示）

この処分について不服があるときは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に審査請求

をすることができます。処分の取消しの訴えは、処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内に、前記の審査請求を

したときには、当該審査請求に対する裁決のあったことを知った

日の翌日から起算して６月以内に、宮崎県を被告として（宮崎県

知事が被告の代表者となります。）提起することができます。

様式第24号（第19条関係）

［略］
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（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内に宮崎県知事に対し

て審査請求をすることができます。

２ この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告

として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となり

ます。）提起することができます。ただし、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります。

３ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であれば、提起することができます。ただ

し、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。

様式第26号（第21条関係）

［略］

（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内に宮崎県知事に対し

て審査請求をすることができます。

２ この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告

として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となり

ます。）提起することができます。ただし、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります。

３ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であれば、提起することができます。ただ

し、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。

（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に宮崎県知事に対して

異議申立てをすることができます。

２ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告として

（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。

）提起することができます。ただし、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。

３ この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異

議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異

議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であれば、提起することができます。ただし、その異

議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その異議申立てに対する決定の日の翌日

から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。

様式第26号（第21条関係）

［略］

（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に宮崎県知事に対して

異議申立てをすることができます。

２ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に限り、宮崎県を被告として

（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事となります。

）提起することができます。ただし、この処分の通知を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。

３ この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異

議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異

議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であれば、提起することができます。ただし、その異

議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その異議申立てに対する決定の日の翌日

から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第29号

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則

狂犬病予防法施行細則（昭和25年宮崎県規則第 111号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（費用の負担）

第５条 法第６条第１項又は第18条第１項の規定により抑留した犬

の所有者（所有者以外の者が管理する場合には、その者）から法
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第５条 ［略］

第23条第２の３に規定する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還

に要する費用として、次の各号に掲げる費用の区分に応じ当該各

号に定める金額を徴収する。

（１） 犬の抑留中の飼養管理に要する費用

１頭１日につき 430円

（２） 犬の返還に要する費用

１頭につき 4，110円

第６条 ［略］

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

宮崎県犬取締条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第30号

宮崎県犬取締条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県犬取締条例施行規則（昭和47年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

第８条・第９条 ［略］

様式第２号（第４条関係）

［略］

殿
宮崎県公安委員会

［略］

様式第３号（第４条関係）

［略］

保健所長 印

［略］

（注）この処分について不服があるときは、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮崎県知事

に対して審査請求をすることができます。処分の取消しの訴

えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、前記の審査請求をしたときには、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、宮崎県を被告として（宮崎県知事が被告の代表と

なります。）提起することができます。

様式第４号（第５条関係）

［略］

保健所長 印

［略］

（注）この処分について不服があるときは、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮崎県知事

に対して審査請求をすることができます。処分の取消しの訴

えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、前記の審査請求をしたときには、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

（費用の負担）

第８条 条例第９条の飼育管理及び返還に要する費用として規則で

定める額は、次のとおりとする。

（１） 犬の抑留中の飼育管理に要する費用 １頭１日につき

430円

（２） 犬の返還に要する費用 １頭につき 4

，110円

第９条・第10条 ［略］

様式第２号（第４条関係）

［略］

殿
宮崎県公安委員会

［略］

様式第３号（第４条関係）

［略］

宮崎県知事 印

［略］

（注）この指示について不服があるときは、この指示があったこ

とを知った日の翌日から起算して60日以内に宮崎県知事に対

して審査請求をすることができます。指示の取消しの訴えは

、指示があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に前記の審査請求をしたときには、当該審査請求に対する裁

決のあったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

宮崎県を被告として（宮崎県知事が被告の代表となります。

）提起することができます。

様式第４号（第５条関係）

［略］

宮崎県知事 印

［略］

（注）この命令について不服があるときは、この命令があったこ

とを知った日の翌日から起算して60日以内に宮崎県知事に対

して審査請求をすることができます。命令の取消しの訴えは

、指示があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に前記の審査請求をしたときには、当該審査請求に対する裁

決のあったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

宮 崎 県 知 事 保 健 所 長
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月以内に、宮崎県を被告として（宮崎県知事が被告の代表と

なります。）提起することができます。

様式第５号（第５条関係）

［略］

保健所長 殿

［略］

宮崎県を被告として（宮崎県知事が被告の代表となります。

）提起することができます。

様式第５号（第５条関係）

［略］

宮崎県知事殿

［略］

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

道路管理者以外の者の行なう道路工事の承認に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第31号

道路管理者以外の者の行なう道路工事の承認に関する規則の一部を改正する規則

道路管理者以外の者の行なう道路工事の承認に関する規則（昭和42年宮崎県規則第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

道路管理者以外の者の行う道路工事の承認に関する規則

（目的）

第１条 この規則は、道路法（昭和27年法律第 180号）第24条の規

定に基づく道路管理者以外の者の行う道路に関する工事（以下「

工事」という。）の承認について、必要な事項を定めるものとす

る。

（構造基準）

第４条 工事は、道路構造令（昭和45年政令第 320号）に規定する

基準のほか、知事が別に定める基準に適合するものでなければな

らない。ただし、当該基準によることが著しく不適当で、特に知

事が認めたときは、当該基準によらないことができる。

（承認を受けたことの表示）

第６条 工事について承認を受けた者（以下「工事施行者」という

。）は、工事施行中現地に、次に掲げる事項を表示しなければな

らない。

（１）・（２） ［略］

（３） 工事の場所及び数量

（４）・（５） ［略］

（工事標識）

第８条 工事施行者は、工事実施中、知事が別に定めた基準により

工事標識その他必要な施設を設け、一般交通の安全を図らなけれ

ばならない。

様式第２号（第５条関係）

［略］

（教示）

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮崎県知事に対

して審査請求をすることができます。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、宮崎

県を被告として（訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知

事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ

ます。

（裏）

［略］

道路管理者以外の者の行なう道路工事の承認に関する規則

（目的）

第１条 この規則は、道路法（昭和27年法律第 180号）第24条の規

定に基づく道路管理者以外の者の行なう道路に関する工事（以下

「工事」という。）の承認について、必要な事項を定めるものと

する。

（構造基準）

第４条 工事は、道路構造令（昭和33年政令第 244号）に規定する

基準のほか、知事が別に定める基準に適合するものでなければな

らない。ただし、当該基準によることが著しく不適当で、特に知

事が認めたときは、当該基準によらないことができる。

（承認を受けたことの表示）

第６条 工事について承認を受けた者（以下「工事施行者」という

。）は、工事施行中現地に、次に掲げる事項を表示しなければな

らない。

（１）・（２） ［略］

（３） 工事の場所および数量

（４）・（５） ［略］

（工事標識）

第８条 工事施行者は、工事実施中、知事が別に定めた基準により

工事標識その他必要な施設を設け、一般交通の安全をはからなけ

ればならない。

様式第２号（第５条関係）

［略］

（裏）

［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第２号の改正規定は、平成28年４月１日から施行する。
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電線共同溝占用規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第32号

電線共同溝占用規則の一部を改正する規則

電線共同溝占用規則（平成８年宮崎県規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

［略］

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

［略］

［略］

［略］敷

設

計

画

敷設年次計画

年 月電線及び電柱の撤去完了

予定時期

［略］

［略］

［略］敷

設

計

画

敷設年次計画

［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

県立青島亜熱帯植物園管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第33号

県立青島亜熱帯植物園管理規則の一部を改正する規則

県立青島亜熱帯植物園管理規則（平成17年宮崎県規則第79号）の一部を次のとおり改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（開園時間）

第２条 亜熱帯植物園の開園時間は、午前８時30分から午後５時ま

でとする。ただし、大温室、管理棟及び学習棟（学習室を含む。

）においては、午前９時から午後５時までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは

、臨時に同項に定める開園時間を変更することができる。

（休園日）

第３条 亜熱帯植物園の休園日は、12月29日から12月31日までの日

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは

、臨時に同項に掲げる日を休園日とせず、又は同項に掲げる日以

外を休園日とすることができる。

（亜熱帯植物園を利用する者の遵守事項）

第４条 亜熱帯植物園を利用しようとする者又は利用している者は

、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１） 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある行

為をしないこと。

（２） 亜熱帯植物園の施設、設備及び備品を毀損し、又は滅失す

るおそれがあると認められる行為をしないこと。

（３） 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

（４） その他法令、条例、規則等及び知事の指示に従うこと。

２ 知事は、前項に掲げる事項を遵守しない者の利用を拒否し、又

はその者に退去を命ずることができる。

（学習室の利用の許可の申請）

（大温室の開館時間）

第２条 亜熱帯植物園の大温室の開館時間は、午前９時から午後５

時までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは

、臨時に同項に定める開館時間を変更することができる。

（大温室の休館日）

第３条 大温室の休館日は、12月29日から12月31日までの日とする

。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは

、臨時に、同項に掲げる日を休館日とせず、又は同項に掲げる日

以外の日を休館日とすることができる。

（利用の拒否等）

第４条 知事は、亜熱帯植物園を利用しようとする者又は利用して

いる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者

の利用を拒否し、又はその者に退去を命ずることができる。

（１） 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると

認められるとき。

（２） 亜熱帯植物園の施設及び備品をき損するおそれがあると認

められるとき。

（３） その他亜熱帯植物園の管理運営上利用させることが適当で

ないと認められるとき。
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第５条 学習室を利用しようとする者は、知事の許可を受けなけれ

ばならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、こ

の限りでない。

２ 前項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の30日

前までに、亜熱帯植物園学習室利用許可申請書（別記様式第１号

。以下「利用許可申請書」という。）を知事に提出しなければな

らない。ただし、申請する期日について知事が特に認めたときは

、この限りでない。

（学習室の利用の許可）

第６条 知事は、前条第２項の規定により利用許可申請書の提出が

あった場合において、利用の許可をするときは当該申請者に亜熱

帯植物園学習室利用許可書（別記様式第２号）を交付するものと

し、利用の許可をしないときは当該申請者に亜熱帯植物園学習室

利用不許可通知書（別記様式第３号）により通知するものとする

。

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の許可に管理運営上

必要な条件を付すことができる。

（学習室の利用の許可の基準）

第７条 知事は、学習室を利用しようとする者の利用が次の各号の

いずれかに該当するときは、学習室の利用を許可しないものとす

る。

（１） 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる

とき。

（２） 学習室の設備及び備品を毀損し、又は滅失するおそれがあ

ると認められるとき。

（３） 利用許可申請書の内容に偽りがあるとき。

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に

規定する暴力団員又はこれら暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者の利益になると認められるとき。

（５） その他学習室の管理運営上支障があると認められるとき。

（学習室の利用の許可の取消し等）

第８条 知事は、学習室の利用者が第４条第１項の規定又は許可さ

れた利用の目的若しくは条件に違反したときは、学習室の利用の

許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

（学習室の利用の許可の取消しの申出）

第９条 学習室の利用者が利用の許可の取消しの申出をするときは

、亜熱帯植物園学習室利用許可取消申出書（別記様式第４号）を

知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による亜熱帯植物園学習室利用許可取消申

出書の提出があったときは、当該申出書に係る利用の許可を取り

消し、その旨を当該利用者に通知するものとする。

第10条 ［略］

（指定管理者による管理の場合の読替え）

第11条 条例第10条の規定により亜熱帯植物園の管理を指定管理者

に行わせる場合（以下「指定管理者による管理の場合」という。

）における第２条から前条までの規定の適用については、第２条

第２項及び第３条第２項中「知事は、必要があると認めるときは

」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あら

かじめ知事の承認を得て」と、第４条から第９条までの規定中「

知事」とあるのは「指定管理者」と、前条中「知事は、必要があ

ると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認

めるときは、あらかじめ知事の承認を得て」と読み替えるものと

する。

第５条 ［略］

（指定管理者による管理の場合の読替）

第６条 条例第10条の規定により亜熱帯植物園の管理を指定管理者

に行わせる場合（以下「指定管理者による管理の場合」という。

）における第２条から前条までの規定の適用については、第２条

第２項及び第３条第２項中「知事は、必要があると認めるときは

」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あら

かじめ知事の承認を得て」と、第４条中「知事」とあるのは「指

定管理者」と、前条中「知事は、必要があると認めるときは」と

あるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじ

め知事の承認を得て」と読み替えるものとする。
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（使用料の支払）

第12条 指定管理者による管理の場合は、学習室の使用料（使用料

及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）第２条第１項

第16号に規定する使用料をいう。）は、当該指定管理者に支払わ

なければならない。

第13条～第16条 ［略］

（協定書の締結）

第17条 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締

結するものとする。

（１） ［略］

（２） 前条各号に掲げる基準に関し必要な事項

（３）・（４） ［略］

第18条～第21条 ［略］

（利用料金の支払）

第７条 指定管理者による管理の場合は、利用者は、当該指定管理

者に大温室に係る利用料金（条例第10条の５第１項に規定する利

用料金をいう。以下同じ。）を支払わなければならない。

第８条～第11条 ［略］

（利用料金の承認）

第12条 指定管理者は、条例第10条の５第３項の承認を受けようと

するときは、利用料金承認申請書（別記様式）に収支見込書その

他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければなら

ない。

（協定書の締結）

第13条 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締

結するものとする。

（１） ［略］

（２） 第11条各号に掲げる基準に関し必要な事項

（３）・（４） ［略］

第14条～第17条 ［略］

別記様式を次のように改め、同様式を別記様式第１号とする。
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別記様式第１号の次に次の３様式を加える。
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附 則

この規則は、平成28年３月26日から施行する。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則をここに公布する。

平成28年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第34号

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。以下「法」という。）及び建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この規則で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 登録建築物調査機関 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）第76条第１項に規定する登録建築物調査

機関をいう。

（２） 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価

機関をいう。

（３） 技術的審査 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第１項第１号（法第31条第２項において準用する場合を含む。）に掲

げる基準又は建築物が法第36条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能基準（次号において「基準」という。）に適合するかどう

かを確認するために、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が行う審査をいう。

（４） 技術的審査適合証 基準に適合していることを証明するものとして登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する書類

をいう。

（認定申請書に添付する図書）

第３条 省令第１条第１項又は省令第７条第１項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

（１） 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

（２） その他知事が必要と認める図書

（認定しない旨の通知）

第４条 知事は、法第30条第１項（法第31条第２項において準用する場合を含む。）又は法第36条第２項の認定をしないときは、その旨を

、認定しない旨の通知書（別記様式第１号）により当該認定を申請した者に通知するものとする。

（軽微な変更の届出）

第５条 認定建築主は、省令第４条に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届

出書（別記様式第２号）に変更部分を記載した図書を添えて知事に届け出なければならない。ただし、第７条の規定による報告をした後

においては、この限りでない。

（状況の報告）

第６条 認定建築主又は法第36条第２項の認定を受けた者は、法第32条又は法第38条第１項の規定により報告を求められたときは、認定建

築物エネルギー消費性能向上計画（認定エネルギー消費性能基準適合建築物）状況報告書（別記様式第３号）に報告内容を説明するため

の図書を添えて知事に報告しなければならない。

（完了の報告）

第７条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了したときは、認定建築物エネルギー消費性

能向上計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書（別記様式第４号）により知事に報告しなければならない。

（改善に関する命令書）

第８条 法第33条の規定による命令は、改善に関する命令書（別記様式第５号）により行うものとする。

（取りやめの申出）

第９条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめるときは、認定建築物エネルギー消費

性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書（別記様式第６号）に当該取りやめに係る建築物エネルギー消費性能向上

計画認定通知書（変更の認定を受けた者にあっては、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書）を添えて知事に申し出るもの

とする。

（認定取消通知書）

第10条 法第34条又は法第37条の規定による取消しは、建築物エネルギー消費性能向上計画（建築物エネルギー消費性能基準適合）認定取

消通知書（別記様式第７号）により行うものとする。

（申請の取下げ）

第11条 法第29条第１項又は法第36条第２項の規定による認定を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、認定申請取下げ届（別記
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様式第８号）を知事に提出しなければならない。

（書類の経由）

第12条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該建築物が所在する区域を所管する西臼杵支庁又は土木事務所の長

を経由しなければならない。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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